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高齢者福祉計画及び 

第９期介護保険事業計画策定にあたって 

 

古い歴史と伝統と文化をもち，宇宙に一番近い町と 

して知られるわが南種子町は，青い空・青い海を見渡し， 

緑多い自然に恵まれた人情あふれる心豊かな町です。 

ここに暮らす町民は，生涯住み慣れた地域において健やかに穏やかに生きがい

を持って暮らすことができるよう望んでおります。 

しかしながら，私たちを取り巻く環境は，全国的に進行している少子高齢化や

激変する社会状況の影響も例外ではなく，今後も医療や介護のニーズが高まる７

５歳以上の後期高齢者のさらなる増加が見込まれます。 

このような中で，高齢者もその家族も住み慣れた地域において健やかに穏やか

に生きがいを持ち，安心して生活を継続させていくことができるような長寿社会

づくりの推進を目指して「高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」を策定

いたしました。 

本計画の策定にあたっては，「高齢者実態調査」の結果を踏まえながら，「南

種子町介護保険運営協議会」において策定を進めてまいりました。 

今後，この計画に基づき高齢者福祉計画・介護保険事業の推進を図ってまいり

たいと思いますので，町民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

これまで計画書の策定にあたりましては，高齢者実態調査へのご理解，ご協力

をはじめ，南種子町介護保険運営協議会の委員の皆さまには，慎重なご審議をい

ただき心から感謝申し上げます。 

結びに，町民の皆さまにこの計画の趣旨をご理解いただき，地域で支え合う高

齢者福祉の充実を尚一層目指すため，ご協力をお願いいたします。 

 

令和６年３月 

南種子町長 小園 裕康 
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第 1 編 計画の策定にあたって 

 

第１章 計画策定の趣旨 

 わが国では，国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口によると，団塊ジュ

ニア世代が６５歳以上の前期高齢者となる２０４０年には，総人口が１億１，２８４万人で，

６５歳以上の高齢者人口は，３，９２９万人，総人口に占める割合（高齢化率）は３５％の水

準になると推計されています。団塊の世代が全て７５歳以上となる 2025 年にかけて，７５歳

以上人口が急速に増加する一方で，既に減少に転じている生産年齢人口は，２０２５年以降さ

らに減少に拍車がかかります。南種子町（以下「本町」といいます。）においても高齢化率の

上昇やひとり暮らし高齢者，高齢夫婦世帯の増加に伴い，支援を必要とする高齢者が増加する

ことが予想されます。 

 こうした状況から，高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して生活ができるよう

に「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」及び日常生活の支援が包括的に確保され

る地域包括ケアシステムの推進が求められており，本町では「高齢者福祉計画・第８期介護保

険事業計画」（以下「前期計画」といいます。）において，地域，暮らし，生きがいを共に創

り，高め合うことができる地域共生社会の実現を目指し，地域とのつながりをさらに強化し，

地域住民や関係機関等と連携しながら各種施策を進めてきました。 

また，介護専門職の確保は将来的に益々困難となるため，引き続き介護人材の確保や業務の

取り組み強化を行いつつ，地域で支え合える体制づくりが重要となります。また，介護ニーズ

も変化しており，高齢単身世帯者が増えるとともに医療と介護のニーズを有する利用者が増加

しております。医療・介護体制の更なる充実を図るため，介護予防事業や医療保険の保健事業

との一体的な事業運営の取り組みを進める必要があります。特に，認知症への対応について

は，できる限り早い段階から支援し，認知症の発生を遅らせ，認知症になっても住み慣れた地

域の中で尊厳が守られ，自分らしく暮らし続けることができる社会を目指し，認知症の人やそ

の家族を支援するとともに施策を推進していく必要があります。 

 これらを踏まえ，「南種子町高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画」（以下「本計画」

といいます。）では，前期計画での取り組みをさらに進めて，高齢者人口や介護サービスのニ

ーズを中長期的に見据えつつ，今後の高齢者の福祉や介護保険事業について一体的に策定しま

す。 
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第 1 編 計画の策定にあたって 

 

第２章 計画の位置づけ 

 本計画は，老人福祉法第 20 条の８の規定による「老人福祉計画」及び介護保険法第１１７

条の規定による「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

 また，本計画は，将来における本町のあるべき姿と進むべき方向について，基本的な指針を

定めた最上位計画である「南種子町第六次長期振興計画」との整合性を図ったうえで策定しま

す。また，高齢者施策に関する他の計画等との調和を保ちながら本計画の策定を行います。 

 

第３章 計画の期間 

 本計画の期間は，2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度までの３年間となってお

り，介護保険法第１１７条第 1 項の規定により，3 年を 1 期として定められている介護保険事

業計画に合わせて３年ごとの見直しとなります。 

 また，高齢者福祉計画も介護保険事業計画を一体的に整備することから，高齢者福祉計画も

３年ごとに見直します。 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

令和 

10 年 

令和 

11 年 

令和 

22 年 

    

 

 

 
団塊世代が７５歳に 団塊ジュニア世代が６５歳に 

第８期計画 

2021～2023 

第９期計画 

2024～2026 

第１０期計画 

2027～2029 

2040年を見据えた中長期的な目標 
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第２編 高齢者を取りまく状況 

 

第１章 高齢者等の現状 

１ 人口の推移  

 本町の総人口は，2023（令和５）年９月末現在で５，２９９人となっており，６５歳以上

の高齢者人口は２，０２８人，総人口に占める割合は３８．３％となっています。 

人口の推移をみると，緩やかに減少していますが，高齢化率は緩やかに増加を続けていま

す。第７期計画期間である令和２年度と比較して，総人口は 277 人減少し，高齢者人口は 31

人増加しています。また，高齢者人口の推移を前期高齢者・後期高齢者別にみると，前期高齢

者は 70 人増加しているものの，後期高齢者は 39 人減少しています。 
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第２編 高齢者を取りまく状況 

 

２ 要支援・要介護 認 定者の推移 

 要支援・要介護認定者数は，2018（平成 30）年度 296 人，2020（令和２）年度３０９

人，2023（令和５）年度は３１１人となっております。また，2023（令和５）年度の要介

護度別の分布は，要介護４が最も多く，次いで要介護１，要介護３となっています。認定者の

半数が要介護３以上となっております。 

第 1 号被保険者における要介護認定率は，近年ほぼ横ばいとなっており，全国平均及び鹿児

島県，近隣市町を下回って推移しています。 
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第２編 高齢者を取りまく状況 

 

27.3%

24.3%

47.5%

45.1%

4.3%

5.5%

8.9%

8.6%

9.0%

8.3%

3.0%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査
(n=1,319)

前回調査（R1）
(n=1,393)

1人暮らし 夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上) 夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)

息子・娘との2世帯 その他 無回答

一般高齢者調査

３ 高齢者のいる世 帯 の状況 

 2022（令和４）年度に実施した高齢者実態調査の結果によると，一般高齢者調査では，

「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」47.5％が最も高く、次いで「１人暮らし」27.3％

となっています。前回調査時より，「１人暮らし」と「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以

上）」の割合がともに高くなっています。 

また，在宅要介護（要支援）者調査では，「１人暮らし」34.6％が最も高く、次いで「夫婦

２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」30.8％、「息子・娘との２世帯」14.5％となっていま

す。前回調査時より，「１人暮らし」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.6%

28.3%

30.8%

33.1%

2.5%

2.4%

14.5%

25.3%

10.1%

10.8%

7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査
(n=159)

前回調査（R1）
(n=166)

1人暮らし 夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上) 夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)

息子・娘との2世帯 その他 無回答

在宅要介護（要支援）者調査 
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第２章 高齢者実態調査の結果 

１ 調査の実施につ い て 

調査の種類 一般高齢者調査 若年者調査 
在宅要介護(要支援)者 

調査 

調査対象者 

介護保険の被保険者で 65

歳以上の高齢者のうち、

要介護・要支援認定を受

けていない者 

40 歳以上 65 歳未満の者

のうち、要介護・要支援

認定を受けていない者 

介護保険の被保険者で要

介護・要支援認定を受け

ている者（在宅） 

対象者の抽

出 
全数調査 無作為抽出調査 全数調査 

実施期間 令和５年１月～令和５年２月 

調査方法 
自治公民館長による 

配布・回収 
郵送による配布・回収 

民生委員及び看護師によ
る配布・回収 

配布数 1,687 件 1,787 件 176 件 

有効回答数 1,319 件 569 件 159 件 

有効回答率 78.2% 56.9% 90.3% 
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第２編 高齢者を取りまく状況 

 

（１）介護・介助の 必 要性 

普段の生活での介護・介助の必要性については、「現在、何らかの介護を受けている

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」87.4％が最も高く、次

いで「介護・介助は必要ない」4.4％、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けて

いない」3.1％となっている。 

 

（２）主にどなたの 介 護，介助を受けてい ま すか。 

主に誰の介護・介助を受けているかについては、「介護サービスのヘルパー」33.3％が

最も高く、次いで「息子」、「娘」がいずれも 30.6％となっている。 

 

29.2%

30.6%

30.6%

11.1%

2.8%

1.4%

33.3%

15.3%

6.3%

28.1%

25.5%

32.7%

13.7%

0.7%

0.7%

37.9%

22.9%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

配偶者(夫・妻)

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

無回答

今回調査

(n=144)

前回調査（R1）

(n=153)

4.4%

3.0%

3.1%

4.2%

87.4%

92.2%

5.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査
(n=159)

前回調査（R1）
(n=166)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答
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（３）介護・介助が 必 要になった主な原因  

介護・介助が必要になった主な原因については、「認知症（アルツハイマー病等）」

31.9％が最も高く、次いで「骨折・転倒」23.6％、「高齢による衰弱」20.8％となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）在宅介護して い る方の年齢 

主に介護している人の年齢については、「60 代」39.0％が最も高く、次いで「50

代」、「80 歳以上」がいずれも 18.7％、「70 代」13.0％となっている。 

 

 

 

18.8%

9.7%

2.8%

2.8%

7.6%

31.9%

3.5%

6.9%

2.1%

5.6%

23.6%

3.5%

20.8%

13.2%

0.0%

8.3%

21.3%

8.8%

4.4%

9.4%

6.9%

33.1%

5.6%

7.5%

3.1%

6.9%

24.4%

2.5%

17.5%

7.5%

0.6%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

脳卒中（脳出血･脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

今回調査

(n=144)

前回調査（R1）

(n=160)

0.8%
0.8%
2.4%

2.5%

18.7%

23.7%

39.0%

29.7%

13.0%

16.9%

18.7%

20.3%

1.6%

3.4%

4.9%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査
(n=123)

前回調査（R1）
(n=118)

20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 分からない 無回答
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（５）高齢社会対策 へ の取組等について 

 一般高齢者及び在宅要介護者とも「在宅での生活を続けられるような多様な福祉サービスや

介護サービスの整備」が最も高くなっている。 

一般高齢者調査 

高齢化社会対策として、県や市町村が特に力を入れるべき取組については、「在宅での生活

を続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備」44.4％が最も高く、次いで

「健康づくり、介護予防や認知症予防のための取組」28.0％、「高齢者の身体が不自由になっ

ても生活できる住宅の整備」25.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0%

21.0%

28.0%

44.4%

20.4%

20.5%

2.3%

6.9%

25.1%

21.3%

20.3%

19.6%

20.1%

30.6%

35.6%

17.9%

18.7%

1.4%

6.0%

19.3%

19.5%

25.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者の生きがいづくり・ボランティア活動など

様々な社会活動への参加の促進

高齢者が生涯働き続けられる環境づくり

（就労の場の確保、技術・技能・経験を活かした

就労のあっせん、支援の仕組みづくり等）

健康づくり、介護予防や認知症予防のための取組

在宅での生活を続けられるような多様な

福祉サービスや介護サービスの整備

特別養護老人ホームなどの施設サービスの整備

地域における見守り活動の促進

成年後見制度や高齢者虐待防止など高齢者の権利擁護

高齢者に対する犯罪（窃盗、詐欺等）や

交通事故防止の対策

高齢者の身体が不自由になっても生活できる住宅の整備

高齢者の外出・利用に配慮した公共交通機関の整備や

公共施設等（道路を含む）におけるバリアフリー化

無回答

今回調査

(n=1,319)

前回調査

（R1）

(n=1,393)
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在宅要介護（要支援）者調査 

高齢化社会対策として、県や市町村が特に力を入れるべき取組については、「在宅での

生活を続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備」47.8％が最も高く、

次いで「高齢者が生涯働き続けられる環境づくり（就労の場の確保、技術・技能・経験を

活かした就労のあっせん、支援の仕組みづくり等）」43.8％、「高齢者の外出・利用に配

慮した公共交通機関の整備や公共施設等（道路を含む）におけるバリアフリー化」31.5％

となっている。 

  

30.9%

43.8%

29.7%

47.8%

25.8%

15.8%

3.0%

5.6%

21.8%

31.5%

0.0%

33.2%

42.5%

33.5%

40.9%

24.0%

18.9%

4.1%

7.9%

23.8%

32.6%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

高齢者の生きがいづくり・ボランティア活動など

様々な社会活動への参加促進

高齢者が生涯働き続けられる環境づくり（就労の場の

確保、技術・技能・経験を活かした就労のあっせん、

支援の仕組みづくり等）

健康づくり、介護予防や認知症予防のための取組

在宅での生活を続けられるような多様な

福祉サービスや介護サービスの整備

特別養護老人ホームなどの施設サービスの整備

地域における見守り活動の促進

成年後見制度や高齢者虐待防止など高齢者の権利擁護

高齢者に対する犯罪（窃盗・詐欺等）や交通事故防止の対策

高齢者の身体が不自由になっても生活できる住宅の整備

高齢者の外出・利用に配慮した公共交通機関の整備や

公共施設等（道路を含む）におけるバリアフリー化

無回答

今回調査

(n=569)

前回調査（R1）

(n=555)
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第３章 前期計画の評価 

1 基本目標１ 健康 づくりと自立支援，介 護予防・重度化防止の 推進 

高齢者が地域で，生き生きと暮らし続けるために，住民主体の通いの場を充実させ，参加者

や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進しました。 

 また，地域支え合い推進員や保健師，管理栄養士による各地区での介護予防教室，運動機能

向上教室や栄養改善教室を実施しました。必要に応じて，リハビリテーション専門職とも連携

しました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，参加者の減少や活動休止がありまし

た。 

 高齢者の健康づくりやボランティア活動等の社会参加を促進し，健康維持や介護予防への取

り組みを図ることを目的とし，高齢者元気度アップ・ポイント事業としてその活動に対してポ

イントを付与し，商品券や河内温泉センター利用券と交換し，高齢者の生きがいや介護予防の

意識向上へつながるよう取り組みました。 

介護予防普及啓発事業の実績 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

運動器の機能向上 回 数 計画 380 380 380 

  実績 253 278 280 

 延人数 計画 3,000 3,000 3,000 

  実績 2,429 2,132 2,200 

フレイル予防 回 数 計画 8 8 8 

  実績 6 4 5 

 延人数 計画 100 100 100 

  実績 65 47 78 

口腔機能向上 回 数 計画 8 8 8 

  実績 0 0 0 

 延人数 計画 100 100 100 

  実績 0 0 0 

介護予防大会 回 数 計画 1 1 1 

  実績 1 1 0 

 延人数 計画 350 350 350 

  実績 紙面開催 76 0 
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地域介護予防活動支援事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者サロン活動 登録数 計画 100 100 100 

  実績 104 100 96 

 活動数 計画 3,000 3,000 3,000 

  実績 3,271 3,353 3,611 

元気度アップポイント 登録数 計画 1,000 1,000 1,000 

事業  実績 762 725 625 

 活動数 計画 25,000 25,000 25,000 

  実績 24,812 18,639 18,000 

第１層生活支援コーディネーター１名と各地区に第２層生活支援コーディネーター（地域支

え合い推進員）を８名配置し，複雑多様化しているニーズに対応できるよう生活支援サービス

の充実に努めました。 

生活支援体制整備事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見守り活動 計画 ５,000 ５,000 ５,000 

 実績 4,097 5,368 ５,000 

ゴミ出し支援 計画 900 900 900 

 実績 558 783 700 

その他 計画 500 500 500 

 実績 105 200 100 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよ

う，切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため，医療機関と介護事業所等の連携

の推進に努めました。 

在宅医療・介護連携推進事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

包括での相談 計画 20 20 20 

 実績 0 0 1 

医療・介護関係者の研修会 計画 2 2 2 

 実績 2 1 1 

在宅医療・介護連携会議 計画 1 1 1 

 実績 0 1 0 

※地域包括支援センターにおける相談件数は，総合相談事業に計上しています。 
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2 基本目標２ 高齢 者の尊厳を理念とした まちづくり  

 地域において，ひとり暮らし高齢者や要介護高齢者などの対策として，災害発生時に円滑な

支援が行えるように，避難行動要支援者名簿情報を更新し，平常時から地域や関係機関と共有

しました。 

今後は，地域住民や関係機関との協働により，安否確認，救助活動等が円滑に行えるような

体制を整える必要があります。 

 認知症高齢者対策の推進として，認知症サポーター養成講座を開催し，多世代にわたる町民

が認知症に対する理解を深め，地域による見守りを普及啓発し，より安心・安全な環境づくり

を推進しました。 

 また，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し，早期

診断，早期対応に向けた支援体制を構築しました。 

 さらに，介護者への支援として交流会や認知症カフェを開催し，悩みを話し合い，理解を深

め精神的・身体的負担の軽減を図りました。 

 感染症防止対策の推進として，厚生労働省や鹿児島県が発出する情報・マニュアル等を早急

に事業者へ周知しました。令和６年４月から義務化される経過措置事項については，研修会の

案内や業務継続計画の策定について周知等を行いました。 

高齢者見守り支援事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者の見守り支援 対象者数 計画 50 50 50 

  実績 43 38 38 

 回数 計画 1,500 1,500 1,500 

  実績 1,011 1,076 1,000 

認知症初期集中支援チームの実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

支援実人数 人 計画 4 4 4 

  実績 9 5 4 

訪問延件数 回数 計画 20 20 20 

  実績 95 19 17 

チーム員会議の開催数 回数 計画 4 4 4 

  実績 6 4 5 
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認知症サポーター養成事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成講座 回数 計画 5 5 5 

  実績 2 1 1 

 人 計画 25 25 25 

  実績 27 14 21 

ステップアップ講座 回数 計画 4 4 4 

  実績 0 0 0 

 人 計画 20 20 20 

  実績 0 0 0 

 

認知症カフェの開催の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症カフェ 回数 計画 12 20 50 

  実績 17 9 16 

 人 計画 50 100 500 

  実績 63 57 140 
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3 基本目標３ 高齢 者を支える仕組みと体 制づくり  

 高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう，また，心身機能の低下によ

り自立した生活に不安のある高齢者等が要介護状態にならないよう予防的視点を重視した，配

食サービス（高齢者，身体障害者等）や緊急通報装置貸与を行いました。 

 高齢者の社会参加のひとつである単位老人クラブに対して，できる限り活動継続と奉仕活動

をするための補助を行いました。 

 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅は，全国的に多様な介護需要の受け皿となってお

ります。今後も鹿児島県や近隣の市町と連携し，情報共有を図っていきます。 

高齢者福祉サービスの実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配食サービス事業 実人数 計画 1 2 2 

（高齢者・障害者）  実績 1 1 1 

 延人数 計画 200 200 200 

  実績 83 101 105 

緊急通報装置貸与事業 実人数 計画 15 15 15 

  実績 15 17 15 

敬老金支給事業 対象者数 計画 220 220 220 

  実績 213 188 178 

養護老人ホーム 施設数 計画 1 1 1 

  実績 1 1 1 

 入所者数 計画 4 5 5 

  実績 4 5 5 
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4 基本目標４ 介護 保険サービスの基盤整 備 

 施設・居住系サービスについては，新型コロナウイルス感染症の影響による入退所制限によ

り利用者が減少した時期もありましたが，サービス利用状況は戻ってきていると思われます。 

 介護保険サービスの質の向上を図るため，近年は高齢者福祉サービスに対するニーズが高く

なっており，内容も多様化していることをふまえ，ケアマネジメントによる研修会や事例検討

を行い，相談援助の技術の向上に取組みました。 

 介護人材の確保・育成・定着と業務の効率化の促進を行うことを目的とし，町内の介護人材

の裾野を広げるため，令和４年度より介護職員初任者研修の受講料を補助する取組みを行いま

した。 

 地域包括支援センターは，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的とし，関係機関と連携を図りながら，総合相談，ケアマネジメントの支援や権利擁護

等の業務を一体的に実施しました。 

 地域支援事業の取組みとして，要支援者等に対して要介護状態等になることの予防又は要介

護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び日常生活の支援のため，訪問型サービス・通所型サー

ビス・栄養改善を目的とした配食サービスを行いました。 

 介護給付適正化事業では，国の示す適正化主要５事業すべてを実施しました。取り組みとし

て，要介護認定の認定調査票等の点検をすべて実施しました。 

 また，介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援で，地域包括支援センターの主任

介護支援専門員とヒアリング形式でケアプランチェックを実施し，自立支援に向けたケアプラ

ンとなっているか確認を行いました。 

 低所得者等に配慮し，高額介護サービス費，特定入所者介護サービス費，高額医療・高額介

護合算による限度額を超えた分の支給を行いました。 

 また，在宅高齢者を介護している家族等に対し，紙おむつなどの介護用品の支給やねたきり

の方等を在宅で介護している方に介護手当を支給しました。中重度の在宅高齢者を介護してい

る家族に対して，介護を行っていることの慰労として，家族介護慰労金も支給しました。 
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総合相談支援事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合相談支援事業 延件数 計画 150 150 150 

  実績 99 88 85 

権利擁護事業 延件数 計画 1 1 1 

  実績 0 0 0 

実態把握事業 件数 計画 350 350 350 

  実績 186 23 5 

 

包括的・継続ケアマネジメント支援事業の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護支援専門員に対する 件数 計画 5 5 5 

支援件数  実績 2 3 5 

研修会実施回数 回数 計画 12 12 12 

  実績 10 11 12 

地域ケア個別会議 回数 計画 6 回 5 例 6 回 5 例 6 回 5 例 

  実績 8 回 8 件 8 回 8 件 9 回 7 件 

個別（サービス調整）会議 回数 計画 4 4 4 

  実績 59 48 41 

 

地域包括支援センター機能強化 

介護予防マネジメント等の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防マネジメント 作成数 計画 500 500 500 

  実績 570 643 531 

介護予防支援 作成数 計画 200 200 200 

  実績 173 200 224 
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地域支援事業の取り組み 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護相当サービス 回数 計画 180 170 160 

 (実人数) 実績 186 24 143 

 延人数 計画 1,300 1,300 1,300 

  実績 1,331 1,312 981 

訪問型サービス A 回数 計画 100 100 90 

 (実人数) 実績 69 10 8 

 延人数 計画 400 400 400 

  実績 255 199 178 

通所介護相当サービス 回数 計画 260 260 260 

 (実人数) 実績 327 44 317 

 延人数 計画 2,500 2,500 2,500 

  実績 2,200 1,964 1,757 

通所型サービス A 回数 計画 240 240 240 

 (実人数) 実績 220 31 24 

 延人数 計画 800 800 800 

  実績 792 649 769 

栄養改善を目的とした配食 回数 計画 300 300 300 

（生活支援） (実人数) 実績 178 44 44 

 延人数 計画 1,900 1,900 1,900 

  実績 1,266 2,088 1,772 

 

任意事業の取り組み 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護者交流事業 件数 計画 80 80 80 

  実績 4 3 8 

家族介護慰労金支給事業 件数 計画 2 2 2 

  実績 4 2 1 

栄養改善を目的とした配食 回数 計画 300 300 300 

（要介護） (実人数) 実績 281 49 51 

 延人数 計画 1,500 1,500 1,500 

  実績 1,785 2,525 2,334 
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介護給付適正化の目標値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定調査票の点検件数 件数 計画 全件 全件 全件 

  実績 全件 全件 全件 

分析データを活用した分析 回数 計画 1 1 1 

  実績 1 1 1 

ケアプラン点検件数 件数 計画 25 25 25 

  実績 34 24 10 

住宅改修等の点検 件数 計画 3 3 3 

  実績 2 1 41 

福祉用具購入・貸与点検 件数 計画 3 3 3 

  実績 0 0 38 

縦覧点検の件数 件数 計画 全件 全件 全件 

  実績 全件 全件 全件 

医療情報との突合点検 件数 計画 全件 全件 全件 

  実績 全件 全件 全件 

介護給付費の通知 件数 計画 全件 全件 全件 

  実績 全件 全件 全件 
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5 介護保険サービス 事業量の見込みに対す る実績 

①介護給付費  

 前期計画における介護給付費の合計は，令和３年度で計画比 98.6%，令和４年度比 93.7%

となっており，いずれも計画値を下回っています。 

■居宅サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 訪問介護 計画値 30,552,000 31,037,000 28,152,000 

  実績値 32,980,681 37,686,683 39,652,299 

  計画比 107.9% 121.4% 140.9% 

 訪問入浴介護 計画値 1,285,000 1,285,000 1,285,000 

  実績値 651,249 0 0 

  計画比 50.7% 0.0% 0.0% 

 訪問看護 計画値 12,854,000 13,553,000 12,498,000 

  実績値 15,132,191 14,851,434 17,448,164 

  計画比 117.7% 109.6% 139.6% 

 訪問リハビリテーション 計画値 0 0 0 

  実績値 1,330,506 5,168,241 4,792,743 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 居宅療養管理指導 計画値 2,513,000 2,363,000 2,363,000 

  実績値 1,346,542 1,374,669 1,735,532 

  計画比 53.6% 58.2% 73.4% 

 通所介護 計画値 83,965,000 83,420,000 78,202,000 

  実績値 70,756,422 71,201,353 69,565,001 

  計画比 84.3% 85.4% 89.0% 

 通所リハビリテーション 計画値 0 0 0 

  実績値 0 179,073 279,903 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 短期入所生活介護 計画値 48,029,000 51,126,000 43,850,000 

  実績値 62,516,992 44,144,796 41,238,765 

  計画比 130.2% 86.3% 94.0% 

 短期入所生活介護(老健) 計画値 0 0 0 

  実績値 282,465 0 0 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 福祉用具貸与 計画値 12,512,000 12,802,000 10,844,000 

  実績値 16,488,513 16,923,316 16,053,300 

  計画比 131.8% 132.2% 148.0% 

 特定福祉用具購入費 計画値 1,185,000 1,185,000 1,185,000 

  実績値 744,498 686,106 1,810,908 

  計画比 62.8% 57.9% 91.3% 

 住宅改修費 計画値 2,434,000 2,434,000 2,434,000 

  実績値 2,789,093 1,639,469 2,799,999 

  計画比 114.6% 67.4% 115.0% 
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 特定施設入居者生活介護 計画値 7,841,000 7,845,000 7,845,000 

  実績値 6,432,498 6,176,484 11,281,917 

  計画比 82.0% 78.7% 143.8% 

■地域密着型サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 定期巡回・随時対応型訪問介護 計画値 0 0 0 

 看護 実績値 1,786,336 1,843,335 1,880,103 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0％ 

 地域密着型通所介護 計画値 31,551,000 31,498,000 28,816,000 

  実績値 39,989,359 32,958,334 27,513,120 

  計画比 126.7% 104.6% 95.5％ 

 小規模多機能型居宅介護 計画値 55,239,000 52,204,000 45,419,000 

  実績値 58,721,238 51,270,543 52,711,635 

  計画比 106.3% 98.2% 116.1% 

 認知症対応型共同生活介護 計画値 78,386,000 78,429,000 78,429,000 

  実績値 54,983,700 55,773,765 55,689,831 

  計画比 70.1% 71.1% 71.0% 

 地域密着型介護老人福祉施設 計画値 62,708,000 62,743,000 122,996,000 

 入所者生活介護 実績値 62,850,096 63,374,256 65,040,870 

  計画比 100.2% 101.0% 52.9% 

■施設サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 介護老人福祉施設 計画値 89,350,000 89,400,000 89,400,000 

  実績値 87,252,511 90,042,751 83,841,426 

  計画比 97.7% 100.7% 93.8% 

 介護老人保健施設 計画値 13,163,000 13,171,000 13,171,000 

  実績値 6,681,096 3,292,195 6,503,399 

  計画比 50.8% 25.0% 49.4% 

 介護医療院 計画値 0 0 0 

  実績値 0 85,554 0 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

■居宅介護支援 計画値 24,199,000 24,895,000 22,515,000 

 実績値 26,461,030 25,501,188 24,829,185 

 計画比 109.3% 102.4% 110.3% 

介護サービス計 計画値 557,766,000 559,390,000 589,404,000 

 実績値 550,179,016 524,173,545 524,475,518 

 計画比 98.6% 93.7% 89.0% 
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②介護予防給付費 

 前期計画における介護予防給付費の合計は，令和３年度で計画比 39.7%，令和４年度比

46.7%となっており，いずれも計画値を下回っています。 

■介護予防サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 介護予防訪問看護 計画値 2,582,000 2,641,000 2,670,000 

  実績値 1,253,322 1,055,936 1,177,974 

  計画比 48.5% 40.0% 44.1% 

 介護予防 計画値 0 0 0 

 訪問リハビリテーション 実績値 228,780 926,588 1,004,493 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 介護予防 計画値 288,000 288,000 288,000 

 居宅療養管理指導 実績値 199,620 103,917 96,679 

  計画比 69.3% 36.1% 33.6% 

 介護予防 計画値 0 0 0 

 通所リハビリテーション 実績値 277,164 332,749 386,643 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 介護予防短期入所生活介護 計画値 0 0 0 

  実績値 19,989 133,380 284,748 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 介護予防福祉用具貸与 計画値 1,888,000 1,888,000 1,888,000 

  実績値 1,100,390 766,389 782,262 

  計画比 58.3% 41.2% 42.0% 

 特定介護予防福祉用具購入費 計画値 0 0 0 

  実績値 140,211 164,340 203,041 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

 介護予防住宅改修費 計画値 656,000 656,000 656,000 

  実績値 587,765 569,299 972,653 

  計画比 89.6% 86.8% 148.3% 

■地域密着型介護予防サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 介護予防 計画値 2,691,000 2,693,000 2,693,000 

 小規模多機能型居宅介護 実績値 235,026 755,937 1,002,780 

  計画比 8.7% 28.1% 37.2% 

 介護予防 計画値 2,883,000 2,885,000 2,885,000 

 認知症対応型共同生活介護 実績値 0 0 0 

  計画比 0.0% 0.0% 0.0% 

■介護予防支援 計画値 1,323,000 1,272,000 1,272,000 

 実績値 847,000 935,040 1,066,740 

 計画比 64.0% 73..5% 83.9% 

介護予防サービス計 計画値 12,311,000 12,297,000 12,326,000 

 実績値 4,889,267 5,743,575 6,978,013 

 計画比 39.7% 46.7% 56.6% 
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③その他の給付費 

 前期計画における その他の給付費の合計は，令和３年度で計画比 98.1%，令和４年度比

85.1%となっており，いずれも計画値を下回っています。 

■その他の給付費 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 特定入所者介護サービス費 計画値 33,232,439 33,657,134 33,657,134 

  実績値 31,165,732 26,128,907 26,668,645 

  計画比 93.8% 85.1% 79.2% 

 高額介護サービス費 計画値 13,743,109 13,918,740 13,918,740 

  実績値 15,401,711 14,724,299 13,857,237 

  計画比 112.1% 105.8% 99.6% 

 高額医療合算サービス費 計画値 3,068,045 3,077,942 3,077,942 

  実績値 2,506,840 2,140,848 2,771,634 

  計画比 81.7% 69.6% 90.0% 

 審査支払手数料 計画値 551,285 553,090 545,965 

  実績値 578,448 561,312 467,551 

  計画比 104.9% 101.5% 85.6% 

 その他の給付費計 計画値 50,594,878 51,206,906 51,199,781 

  実績値 49,652,731 43,555,366 43,765,067 

  計画比 98.1% 85.1% 85.5% 

 

 

■市町村特別給付費 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 市町村特別給付費 計画値 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

  実績値 3,092,900 2,841,140 2,644,208 

  計画比 110.5% 94.7% 88.1% 
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④地域支援事業費 

 前期計画における地域支援事業費の合計は，令和３年度で計画比 86.2%，令和４年度比

86.6%となっており，いずれも計画値を下回っています。 

■地域支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 介護予防・日常生活支援総合事業 計画値 27,279,000 27,349,000 27,409,000 

  実績値 21,766,064 21,035,205 23,324,000 

  計画比 79.8% 76.9% 85.1% 

 包括的支援事業（地域包括支援 計画値 11,609,000 11,609,000 11,609,000 

 センターの運営）及び任意事業 実績値 11,140,804 10,821,419 14,140,000 

  計画比 96.0% 93.2% 121.8% 

 包括的支援事業 計画値 17,126,000 17,126,000 17,126,000 

 （社会保障充実分） 実績値 15,390,802 16,737,319 16,840,000 

  計画比 89.9% 97.7% 98.3% 

 地域支援事業費計 計画値 56,140,000 56,084,000 56,144,000 

  実績値 48,297,670 48,593,943 54,304,000 

  計画比 86.2% 86.6% 96.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 2 編に記載している令和５年度数値は令和６年３月時の見込み数値となっております。 

25



第３編 基本理念と計画の体系 

 

第１章 基本理念 

第２章 計画の基本目標 

第３章 計画策定の体制 

第４章 計画の進行管理及び点検・評価 



第３編 基本理念と計画の体制 

第１章 基本理念 

 前期計画は，団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる 2025（令和 7）年を見据えて，

高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムのさらなる推進や地域づくりを一体的に

取り組み，地域共生社会の実現を図ってきました。 

 本計画では，前期計画での具体的な施策・事業を踏まえて，2025（令和７）年を迎えるこ

とから，これまで以上に中長期的な地域の人口動態及び介護ニーズの見込み等を鑑みたサービ

ス基盤の整備や，地域包括ケアシステムの深化・推進，介護人材の確保や介護現場の生産性の

向上を図るために具体的な取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

基本理念

高齢者もその家族も住み慣れた地域で 

安心して暮らせるまちづくり 

出典：厚生労働省 平成 28 年 3 月 地域包括ケア研究会報告書より 
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第２章 計画の基本目標 

 本計画では，高齢者保健福祉・介護保険施策を総合的に推進するため，前期計画からの目標

を引き継ぎ，基本理念と４つの基本目標の実現に向けて推進していきます。 

 

基本目標 施策の展開 

健康づくりと自立支援，介護

予防・重度化防止の推進 

（１）健康づくりの支援と自立した生活の支援 

（２）介護予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止 

（３）介護予防・生活支援サービスの基盤整備の推進 

（４）在宅医療と介護連携の推進 

高齢者の尊厳を理念としたま

ちづくり 

（１）高齢者が安心して暮らせる環境整備 

（２）生きがいづくりと社会参画 

（３）高齢者の尊厳の理念構築 

（４）認知症高齢者対策の推進 

（５）感染防止対策の推進 

高齢者を支える仕組みと体制

づくり 

（１）高齢者福祉サービスの充実 

（２）生きがいづくりの推進 

（３）高齢者の居住安定にかかる施策との連携 

（４）有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る情

報連携強化 

介護保険サービスの基盤整備 （１）施設サービス提供体制の充実 

（２）介護給付対象サービスの円滑な提供 

（３）地域密着型サービスの充実 

（４）地域包括支援センターの機能強化 

（５）介護給付の適正化の取り組み 

（６）低所得者支援と介護者負担軽減 
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第３章 計画策定の体制 

（１）介護保険運営協議会の設置 

介護保険運営協議会及び介護保険事業は幅広い関係者の参画により，本町の特性に応じた事

業展開が期待されるため，本計画の策定にあたっては，行政機関内部だけでなく，学識経験

者，被保険者（地域住民）代表，高齢者保健福祉分野に関わる団体・事業者で構成する「南種

子町介護保険運営協議会」を設置し，地域における高齢者保健福祉施策の問題を整理し，計画

内容の審議・検討を行いました。 

 

（２）行政機関内部における計画策定体制の整備 

 本計画は，高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営主管課である福祉事務所及びくらし保健

課を中心に福祉担当，介護保険担当，健康保険担当，地域包括支援センターなど，保健・福

祉・介護・医療分野等が連携を図りながら，問題意識の共有を図りました。 

 

（３）介護保険運営協議会の開催 

 介護保険運営協議会の議事内容は次のとおりです。 

 期日 議題 

第 1 回 令和５年１０月 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画見直しのためのアンケ

ート調査結果について 

・南種子町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の検証

について 

・第９期介護保険事業計画の策定について 

第２回 令和６年 １月 ・介護事業者等アンケート調査結果について 

・高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画（骨子案） 

について 

第 3 回 令和６年 ２月 ・高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画について 
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第４章 計画の進行管理及び点検・評価 

 本計画では，PDCA サイクルに沿って，適宜その達成状況を確認しながら進行管理を行いま

す。本計画に掲げている事業の進捗状況については，目標の達成状況を介護保険運営協議会に

報告し，評価を行うとともに意見を聴取します。また，国の制度改正の動向等に注目しなが

ら，計画に記載する施策等のあり方について，必要に応じて検討を行います。 

ＰＤＣＡサイクルのプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定にあたっての基本的考え方 

基本指針 

情報収集分析 

高齢者の状態像 

ニーズ調査 

各種利用状況の把握 

計画（Plan） 

事業の実施 

施策の推進 

実行（Do） 

目標達成状況の 

点検・評価 

サービスの質や 

量の点検など 

評価（Check） 

継続的な改善措置 

町民・行政・事業者の 

各視点から見える課題 

改善（Act） 
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第５章 日常生活圏域の設定 

 日常生活圏域とは，住民が日常生活を営んでいる地域を，地理的条件，人口，交通事情その

他の社会的条件，介護施設等の整備その他の条件を総合的に勘案して町が定める地域のことで

す。 

 本町の日常生活圏域は，居住人口・高齢者人口の分布条件，介護サービス事業者や医療機関

立地状況により，日常生活圏域を細分化することは，高齢者保健福祉サービスの需要と供給の

バランスを著しく欠くこととなるため，本町の日常生活圏域は全町で１区域とします。 

令和５年９月末現在 

日常生活圏域 面積 人口 高齢者人口 高齢化率 認定者数 

南種子町 109.94㎢ 5,299 人 2,028 人 38.3% 311 人 

【南種子町内の事業所等の配置】 
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第４編 基本目標達成に向けた 
施策・事業 

 

基本目標１ 

健康づくりと自立支援・介護予防・重度化防止の

推進 

基本目標２ 

高齢者の尊厳を理念としたまちづくり 

基本目標３ 

高齢者を支える仕組みと体制づくり 

基本目標４ 

介護保険サービスの基盤整備 

 

 

 

  



第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

基本目標１ 健康づくりと自立支援，介護予防・重度化防止の推進 

人生 100 年時代を見据えて，健康寿命を延伸するため，高齢者の介護予防・健康づくりを

推進する等の目的から，国では「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組んで

おり，本町では身近な健康づくりと介護予防の取り組みを推進していきます。 

 

１ 健康づくりの支 援 と自立した生活の支 援  

高齢化の進展に伴い，要介護認定者数は 2026（令和８）年度に２９５人，2040（令和２

２）年度には２９４人になると見込んでいます。 

 高齢期を迎える前の現役世代からの健康づくりの取り組みを重点的に実施し，運動や食生活

等の生活習慣を改善し，健康寿命の延伸を図るとともに，乳幼児，学齢期，成人期，壮年期，

高齢期それぞれのライフスタイルに応じた健康づくり等に取り組みます。また，それぞれの健

康課題に対応し，フレイル予防や生活習慣病の重度化防止など，保健事業と介護予防の一体的

な事業に取り組みます。 

 

２ 介護予防又は要 介 護状態等の軽減若し く は悪化の防止  

 介護予防・日常生活支援総合事業は，高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けること

ができるように地域で支え合う仕組みであり，介護予防や要介護状態の軽減若しくは悪化を防

止するため多様なサービス提供や介護予防対策に取り組みます。 

 介護予防に関する普及啓発として，フレイル予防に着目した運動・栄養・口腔に関する教室

を保健部門と介護部門の保健師・管理栄養士が連携しながら実施し，住民主体となって行う高

齢者サロン活動においては，必要に応じて保健師・管理栄養士の他にリハビリテーション専門

職の視点からの助言も取り入れ，活動内容の充実を図ります。 

 また，高齢者の健康づくりや社会参加の活動を推進することを目的とし，介護予防教室やサ

ロン活動への参加した方に対して電子地域通貨と交換できるポイントを付与する「高齢者元気

度アップ・ポイント事業」の活用を引き続き推進していきます。 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

介護予防普及啓発事業の目標値 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

運動器の機能向上 会場数 8 8 8 

 延回数 350 350 350 

 延人数 2,500 2,500 2,500 

フレイル予防 回 数 4 4 4 

 延人数 50 50 50 

口腔機能向上 回 数 4 4 4 

 延人数 30 30 30 

 

地域介護予防活動支援事業の目標

値 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

高齢者サロン活動 登録数 90 90 90 

 活動数 3,500 3,500 3,500 

元気度アップ・ポイント 登録数 650 650 650 

事業 活動数 20,000 20,000 20,000 

 

３  介護予防・生活 支 援サービスの基盤整 備 の推進 

 要支援高齢者や虚弱な事業対象者等が増加しており，見守りや配食等などの多様な生活上の

支援が増えております。一方で労働人口の減少による介護等の担い手不足が生じており，ボラ

ンティア・ＮＰＯ・民間企業等の多様な主体による生活支援サービス提供体制の整備が必要に

なっております。 

 高齢者の積極的な社会参加を促し，第１層，第２層（小学校区）に設置している協議体を中

心に，生活支援コーディネーターと連携し，介護予防・生活支援サービス等の基盤整備に努め

ます。 

生活支援体制整備事業の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見守り活動 ５,000 ５,000 ５,000 

ゴミ出し支援 800 800 800 

その他 200 200 200 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 

南種子町を核とした支援体制の充実・強化 

国・県による後方支援体制の充実 

 
生活の担い手として

の 社 会 参 加 

地域住民の参加 

■ニーズに合った多様なサービス種別 

■住民主体・ＮＰＯ・民間企業など多様な主体に

よるサービス提供 

・地域サロンの開催 ・見守り，安否確認 

・ごみ出し支援 

・買い物，調理，掃除などの家事支援 

生活支援サービス 

■現役時代の能力を活かした活動 

・シルバー人材センター等 

■興味や関心がある活動 

■新たにチャレンジする活動 

・一般就労，起業 ・健康づくり活動，地域活動 

・地域のボランティア活動 

高齢者の社会参加 

バックアップ 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

４ 在宅医療と介護 連 携の推進  

 医療や介護を必要とする高齢者等が増加するなかで，自宅等での在宅生活を続けたいと希望

する高齢者が増えており，住み慣れた生活の場で安心して，自分らしい生活を続けられるため

には，医療・介護・福祉の関係機関が連携し，包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を一

体的に行う支援が必要となります。 

（１）地域の医療・ 介 護の資源の把握  

地域の医療機関，介護事業者等の所在地，連絡先，機能等を把握し，随時更新し，関係機関

への配布・情報提供を行います。リストまたはマップを更新し活用します。 

 

（２）在宅医療・介 護 連携の課題の抽出と 対 応策を検討する会議 の 開催 

在宅医療・介護連携会議を開催し，「地域の医療・介護の資源の把握」を踏まえ，在宅医

療・介護連携の現状と課題の抽出と対応策の検討を行います。これまで，看取りの体制整備と

認知症対応力の向上が課題として挙がっています。 

 

（３）切れ目のない 在 宅医療と介護の提供 体 制の構築推進  

「地域の医療・介護の資源の把握」及び「在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討

する会議の開催」を基に，高齢者が安心して在宅で療養介護が受けられるための医療と介護が

一体的に切れ目なく円滑に提供される体制づくりのための取り組みを進めます。 

 

（４）医療・介護関 係 者の情報共有の支援  

 入退院調整ルールの円滑な実施・評価・見直しを実施し，地域の医療・介護関係者間の情報

共有がスムーズになるよう支援を行います。 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

（５）在宅医療・介 護 連携に関する相談支 援  

地域包括支援センターに在宅医療と介護連携を支援する相談窓口を設置し，住民や地域の医

療・介護関係者等からの，相談対応を行います。また，必要に応じて当事者本人や家族の状況

を踏まえ，医療機関・介護事業者相互の連携を図ります。 

 

（６）医療・介護関 係 者の研修  

 「在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討する会議の開催」で抽出された，課題に

対応するため，多職種での研修を行います。また，必要に応じて，医療・介護相互に，互いの

分野について理解を深めるための研修を企画します。 

 

（７）地域住民への 普 及啓発 

地域での講座等の開催やパンフレットの配布等，在宅医療と介護に関する情報を広く啓発し

ます。 

 

（８）在宅医療・介 護 連携に関する関係市 町 の連携 

鹿児島県及び医療圏域内の医師会等や近隣市町と協議して，広域での連携が図られるよう支

援します。 

在宅医療・介護連携推進事業の目

標値 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

包括での相談 10 10 10 

医療・介護関係者の研修会 1 1 1 

在宅医療・介護連携会議 1 1 1 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

基本目標２ 高齢者の尊厳を理念としたまちづくり 

１ 高齢者が安心し て 暮らせる環境整備 

（１）防災対策及び 避 難行動要支援者対策  

 近年の異常気象などによる自然災害が増えており，地震・洪水・津波などの災害時の対処方

法などについての啓発を推進するとともに，地域防災組織力を強化し，地域住民参加のもとで

避難・誘導・救出・救護などを実施する防災訓練を推進します。 

 また，地域においてひとり暮らしの高齢者や要介護高齢者など，災害時の避難に際し，支援

の必要な要支援者の把握に努めます。 

 避難行動支援システムを活用した個別支援計画を作成し，災害時には，民生委員児童委員・

消防団員・地区・集落自治公民館，地域住民等が連携して，安否確認，救助活動が円滑に行え

るような体制の整備促進を図ります。 

（２）防犯対策，消 費 生活相談の充実  

高齢者に対する犯罪被害を防止するため，防犯知識の周知徹底や消費者被害防止に向けた情

報の提供に努めるとともに，地域における防犯活動の充実を促すことや，警察・金融機関等と

も連携し，高齢者世帯を狙った犯罪の防止対策を促進します。 

また，消費生活の安全・安心を確保するためには，高齢者各自が冷静に対応できる日々の意

識の醸成が肝要であり，町主催の行事，町広報誌，ホームページ，パンフレット等による情報

提供に取り組みます。 

（３）交通安全対策  

全国的にも高齢者ドライバーによる交通事故が多発しており，今後も増加することが懸念さ

れています。 

高齢者や家族を対象とした交通安全教育を推進し，交通安全意識の普及に努めるとともに，

関係機関や団体などの協力を得て，種子島警察署の指導のもと，町民参加の交通安全運動を展

開し，ドライバーに対する安全運転の啓発に努めます。 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

（４）福祉のまちづ く りの推進  

できる限り住み慣れた地域で過ごすためには，高齢者にとって生活しやすい空間であり，バ

リアフリー化に対応した住居の整備や緊急通報装置の設置など，建築担当と協働し，町民から

の相談・支援体制を強化して，高齢者に配慮した居住対策を推進します。 

また，歩道の段差解消，危険箇所への交通安全施設の整備など，国・県への要望も含め道路

交通環境の整備を進めます。今後，改良が必要な町道においては，福祉のまちづくり等の考え

方に沿った安全性の高い整備を実施していきます。 

（５）利用しやすい 交 通手段の確保  

交通手段の確保に努め，公共交通サービス水準の維持を目指し，路線バス，コミュニティバ

ス，スクールバス等の運行の効率化や町民と行政が一体となった利用促進を進めます。 

（６）緊急通報装置 の 設置 

ひとり暮らしの高齢者の不安の軽減と安全確保を図っている重要な事業であり，今後も利用

者の利便性を確保して事業を継続します。 

（７）高齢者見守り 支 援事業 

ひとり暮らしの高齢者が安心して暮らせるよう，民生委員児童委員等が声掛け，安否確認を

行うとともに，健康の保持・増進を目的として，保健師等が訪問指導を行う，「高齢者見守り

支援事業」を継続していきます。 

（８）地域ボランテ ィ アの育成  

６５歳未満の労働人口の減少により，介護の担い手不足が生じています。これからは，近隣

同士の見守り・支え合いを担う，地域ボランティアの育成が重要となります。 

今後，各地区支え合い協議会，社会福祉協議会，介護保険サービス事業者，NPO 法人，地

区・集落自治公民館と連携し，高齢者サロンや地域ボランティアの育成・活動支援を推進しま

す。 

高齢者見守り支援事業の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

高齢者の見守り支援 対象者数 45 45 45 

 回数 1,200 1,200 1,200 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

２ 生きがいづくりと社会参画 

高齢者の社会活動への参加は，生きがいづくりと健康づくりにつながります。 

各種講座や高齢者学級等の学習機会の提供・生きがいづくりの支援を行い，高齢者の学ぶ意

欲を引き出し，新たなライフスタイルを描いて，充実した生活が営めるよう生涯学習を推進し

ます。 

高齢期になっても，働き続けることは社会参加・貢献につながり，生きがいになります。元

気高齢者の働く場として南種子町シルバー人材センターの運営支援と積極的な社会参加を推進

します。また，サロンにおけるボランティアの取り組みを推進し，社会貢献活動を通じた，生

きがいづくり活動や地域支援の一助とします。 

 

３ 高齢者の尊厳の 理 念構築 

老人福祉法第２条の基本理念では，「老人は，多年にわたり社会の進展に寄与してきた者と

して，かつ，豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに，生きがいを持てる健全

で安らかな生活を保障されるものとする。」としています。つまり，高齢者は，敬愛され，生

きがいを持てる安らかな生活が保障されています。 

 権利擁護業務については，地域包括支援センター機能強化で具体的に述べます。 
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第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

４ 認知症高齢者対 策 の推進 

令和５年６月１６日には，「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しまし

た。認知症は特別な疾患ではなく，誰もがなりうるものであり，家族や身近な人が認知症にな

ることを含め，多くの人にとって身近なものとなっています。 

（１）認知症への理 解 を深めるための普及 ・ 啓発 

①認知症に関する理解の促進 

認知症に関する正しい知識や介護に関する情報等と合わせて，認知症になっても安心して暮

らせる町を目指して作成した「認知症ケアパス（認知症を考えるガイドブック）」の情報を更

新し，ホームページでの普及啓発の取り組みを行います。また，小中学生から高齢期まで，幅

広い世代を対象に認知症サポーター養成講座を開催します。 

また，世界アルツハイマーデー及び世界アルツハイマー月間の機会を捉えた認知症に関する

普及・啓発の取り組みを行います。 

②認知症サポーターチーム（チームオレンジ）の組織強化 

 認知症サポーターのステップアップ講座を行い，認知症に対する理解を深め，地域で暮らす

認知症の人や介護者への支援活動等を行う組織（チームオレンジ）づくりを推進していきま

す。 

（２）適時・適切な 医 療・介護等の提供 

①認知症医療体制の整備 

かかりつけ医療機関と認知症対応医療機関である「せいざん病院」との連携を図り，認知症

医療体制の充実を促進します。また，認知症対応医療機関について広く周知し，適切な受診が

できるように支援します。 

②認知症初期集中チームの体制 

医療・介護の専門職からなる「認知症初期集中支援チーム」を設置し，認知症サポート医の

指導の下，認知症（疑い）の人及びその家族を訪問し，面談を行うとともにアセスメント評

価，本人家族の意向の確認を行い早期発見や受診等の対応について集中的に関わり，適切な医

療・介護につなげます。 

39



第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

③認知症地域支援推進員の配置 

認知症地域支援推進員は，認知症の人やその家族からの相談をうけ，認知症初期集中チーム

や関係機関とつなぐ役割を担っています。また，地域における支援体制の構築を図り，認知症

に対する正しい知識の普及啓発に努めます。 

（３）認知症の人や 家 族への支援 

認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう，当事者やその家族の意

思を尊重することが大切です。本人支援，家族支援，他の家族や地域との交流を行う一体的な

支援を行い，家族の介護負担を軽減し，認知症の人の在宅生活の安定を推進します。 

認知症があっても，支援を受けながら地域との交流を続けていくために，地域ケア会議「安

心見守りネットワーク」を構築し，徘徊・行方不明などの緊急時にも対応できる，当事者毎の

見守り体制を整備します。 

また，介護者交流会や認知症カフェ等で悩みを話し合い，認知症への理解を深め，精神的・

身体的負担の軽減を図りながら，成年後見制度の利用について助言等を行い，制度の普及・啓

発を行います。 

認知症サポーター養成事業の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症サポーター養成講座 回数 5 5 5 

 人 30 30 30 

ステップアップ講座 回数 4 4 4 

 人 20 20 20 

認知症初期集中支援チームの目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

支援実人数 人 4 4 4 

訪問延件数 件数 20 20 20 

チーム員会議の開催数 回数 4 4 4 

認知症カフェ開催の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

開催回数 回数 20 20 20 

参加実人数（延人数） 人 150 200 200 
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５ 感染症防止対策 の 推進 

高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるように地域で支え合う仕組み

づくりのため，介護事業所等と日頃から連携をし，感染拡大防止策の周知啓発を行い，発生時

の体制構築等に努めます。感染症発生時にも，必要な介護サービスが継続的に提供できる体制

を構築するとともに県や近隣市町と連携した支援体制を整備していきます。 
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基本目標３ 高齢者を支える仕組みと体制づくり 

１ 高齢者福祉サー ビ スの充実  

（１）高齢者等の生 活 支援事業  

 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう，また，心身機能の低下に

より自立した生活に不安のある高齢者等が要介護状態にならないよう予防的視点を重視し，介

護保険サービス以外にも様々な在宅福祉サービスに取り組みます。 

①配食サービス 

 高齢者，身体障害者等で日常生活に著しく支障のある者に対し，栄養改善を目的とした配食

やひとり暮らし高齢者に対する見守りとともに配食を行い，食生活の改善を通じ，健康の保持

を図るとともに高齢者等の自立した生活維持の支援及び安否確認など，在宅生活の推進を図り

ます。 

②緊急通報装置貸与事業 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等に緊急通報装置を貸与し，急病や災害時の緊急

時に迅速かつ適切に対応します。 

（２）その他の事業  

①敬老金支給事業 

多年にわたり社会の進展に寄与された満８０歳・満８５歳・満９０歳・満９５歳・１００

歳・１０１歳以上の高齢者に，お祝い金を贈呈し長寿をお祝いします。 
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２ 生きがいづくり の 推進 

（１）老人クラブ活 動 の支援 

高齢者が長年にわたり培ってきた知識・経験を活かし，生きがいづくりや健康づくり，奉仕

活動等を通じて明るい長寿社会づくりを進めるため，単位老人クラブの活動を支援します。 

（２）多様な活動・ 交 流・社会参加の促進  

高齢者の生きがいづくりと健康づくり活動の支援を始め，各地区や全町的な高齢者同士の交

流を促進し，仲間づくりや情報の交換などが活発に行われるように，交流の場・機会の拡充に

努めます。さらに，ボランティア活動や地域活動への参加意欲が高まるよう，各種団体と連携

を図りながら社会参加を促進します。 

 また，高齢者が自らの能力や経験などを発揮できる機会や場を創出できるよう，南種子町シ

ルバー人材センターや各地区における各種団体等との連携を図り，まちづくりへの高齢者の参

加を促進・支援するための環境づくりに努めます。 

（３）交流の場の充 実 ・活用 

高齢者の生きがい，教養，娯楽，健康増進等を高めるための施設として，河内温泉センター

や各地区公民館等を設置しております。これらの施設の他，サロンを活用するなどし，教養や

趣味等の各種講座の充実に努めるとともに，今後も自立した高齢者の中核的な各種活動の場と

して提供し，積極的な活用を図ります。 

（４）雇用・就労へ の 支援 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果では，生きがいを感じる主なものとして，「家族だ

んらん」が多く，その他「仕事」も多い結果となっております。 

高齢者の就労ニーズに合わせた短期的な雇用などに関する職業情報の提供や相談体制の充実

に努め，働くことにより，対価や生きがいが得られるように，南種子町シルバー人材センター

と連携し，高齢者が働きやすい職場環境づくりについての啓発を行います。 
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３ 高齢者の居住安 定 にかかる施策との連 携  

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすために，日常生活の基盤となる住まいの確保や生

活支援サービスの充実が不可欠となります。 

（１）住まいを確保 す ることが困難な高齢 者 の住生活の支援  

住居は安心して暮らすことができる生活の基盤であります。高齢者単身世帯や高齢者夫婦世

帯の人が，住み慣れた地域で安心して生活ができるように，住宅や福祉の相談窓口と連携し，

支援を行います。 

（２）生活面に困難 を 抱える高齢者の住生 活 の支援 

身体や家庭状況・住宅等の事情により，自宅での生活が困難な高齢者を対象に養護老人ホー

ムの入所措置を行います。 

 

４ 有料老人ホーム と サービス付き高齢者 住 宅に係る情報連携強 化  

全国的に有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅が増加し，多様な介護需要の受け皿

としての役割を担っています。こうした状況を踏まえ，鹿児島県や近隣市町と連携しながら情

報の共有を図り，必要に応じ施設設置の検討や協議などを進めていきます。 

 

高齢者福祉サービスの目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

配食サービス事業 実人数 2 2 2 

 延人数 200 200 200 

緊急通報装置貸与事業 実人数 15 15 15 

敬老金支給事業 対象者数 200 200 200 

養護老人ホーム 施設数 1 1 1 

 入所者数 ５ 5 5 
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基本目標４ 介護保険サービスの基盤整備 

１ 施設サービス提 供 体制の充実 

 本町の施設サービスは，介護老人福祉施設として１施設があり，５０人定員となっていま

す。本計画期間では，介護療養型医療施設，医療療養病床から介護老人福祉施設，介護老人保

健施設，介護医療院への転換等への影響は見込んでおりません。 

 

２ 介護給付対象サ ー ビスの円滑な提供 

（１）介護保険サービスの質の確保と向上 

 県等が実施する介護従事者向けの研修会等の情報提供を行い，事業者支援を行います。ま

た，事業所等への指導及び監査については，県主催の研修への参加を行い，県担当課や専門職

との連携を行い職員のスキルアップに取り組み，高齢者の尊厳を支えるより良いケア実現と指

導の強化を行います。 

（２）介護保険制度，介護保険サービス等の普及啓発 

 介護保険サービスの周知や給付と負担の仕組みについて，町民に広く理解を求めるため，広

報誌・ホームページ等を通して情報を公開し，積極的な広報活動に取り組みます。 

（３）介護人材の確保及び業務効率化の取り組み 

 全国的に介護人材不足が問題となっておりますが，本町でも介護人材の減少及び人材の高齢

化と重なり，重要な課題の一つとなっております。 

 本町だけでは解決困難であるため，県・介護事業所や南種子町介護保険サービス事業推進協

議会等と官民連携を行い，中長期的な視点を持ちながら，学生など若年層への介護職への魅力

等を発信するとともに，離職した介護人材の呼び戻しや中高年齢者等の就労促進など，様々な

取り組みを総合的に進め，介護人材の育成を行います。さらに，介護人材の裾野を広げるた

め，高齢者支援活動や介護保険施設等でのボランティア活動を行う個人にポイントを付与し，

電子地域通貨に交換する「介護人材確保ポイント事業」も引き続き実施します。 
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 また，事務手続きの簡素化，様式例の活用による標準化及び介護ロボットや ICT の活用等，

県等からの業務効率化に関する情報を介護事業者へ周知し，業務効率化に取り組む支援を行っ

ていきます。 

人材育成の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護職員初任者研修の受講 対象者数 １５ １５ １５ 

 

介護人材確保ポイント事業の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護人材確保ポイント事業 登録数 80 80 80 

活動数 350 350 350 

 

３ 地域密着型サー ビ スの充実  

（１）地域密着型サービス事業者等の適切な指定及び指導監督 

 地域密着型サービスの事業者指定にあたっては，利用者等が関与できる公平・公正で透明な

仕組みを構築して，良質なサービスを誘導し，計画に定める整備量を超えるサービスは抑制す

るなど，地域の実情に配慮した指定を行います。 

 また，立入り調査等指導体制を強化し，事業者への指定基準の徹底はもちろんのこと，サー

ビスの質の向上や不正請求の防止を図っていきます。 

（２）地域密着型サービス運営協議会の設置 

 介護保険法第 4２条の２第 5 項，第 78 条の２第 6 項及び第７項並びに第 78 条の４第 5

項等に規定する措置として，地域密着型サービス運営委員会を設置します。 

この委員会は，地域密着型サービスの指定，地域密着型サービス指定基準及び介護報酬を設

定しようとするときに，町長に対し意見を述べるほか，地域密着型サービスの質の確保，運営

評価，その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断し

た事項について協議を行います。 
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４ 地域包括支援セ ン ターの機能強化  

 地域包括支援センターは，地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより，保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に行うことを目的とする機関であ

り，本町では日常生活圏域を１と設定し，１包括支援センターを設置しております。 

 町と地域包括支援センターは，センター事業について評価を行い，地域包括支援センターの

機能強化のために必要な措置を講じることとされています。 

（１）総合相談支援 業 務 

 高齢者等の各種相談を受け付けて，介護・福祉・医療制度の横断的な総合相談支援を実施

し，関係機関との連携を図り適切な支援体制を整えます。 

（２）包括的支援業 務 ・包括的ケアマネジ メ ント支援業務事業 

 主任介護支援専門員を配置し，「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの

支援，地域の介護支援専門員への日常的個別指導・相談対応，支援困難事例等への指導・助言

等を行い，高齢者の望む暮らしの実現に向け，自立支援型マネジメントの推進を図ります。 

（３）介護予防ケア マ ネジメント（第 1 号介 護予防支援事業）  

 介護予防サービス等の適切な利用等のために介護予防ケアマネジメントを実施します。介護

予防サービスと地域支援活動をあわせた総合的なケアプランを作成し，利用者の自立支援を目

指します。 

（４）権利擁護業務  

①成年後見制度の周知 

 本町では，国の成年後見制度利用促進基本計画に定められた「中核機関」となる成年後見制

度推進機関としての南種子町社会福祉協議会と連携しながら，認知症高齢者や地域社会で孤立

した家庭の増加が見込まれることから，判断能力が不十分な状態や支援が必要な状態になって

いても，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，相談支援や関係者によるネットワークの構

築や制度の利用促進について支援を行います。 

また，国・県が作成するリーフレット等や町広報誌を有効活用し，制度の周知を行います。 
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②高齢者虐待防止の取り組み 

 高齢者一人ひとりを尊重し，高齢者の尊厳を保ち，安定して生活していくため，権利や財産

を守る仕組みづくりや高齢者虐待防止対策を推進します。高齢者虐待対応の相談窓口は，地域

包括支援センター又は役場であることを住民に周知することに加え，虐待防止に関する制度等

についての啓発を行います。また，高齢者虐待防止の仕組みづくりを整備するために，関係機

関と日頃から連携し，高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合には，迅速に対応します。 

 

総合相談支援事業の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総合相談支援事業 延件数 100 100 100 

権利擁護事業 延件数 1 1 1 

実態把握事業 件数 350 350 350 

 

包括的・継続ケアマネジメント支

援事業の目標値 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護支援専門員に対する 

支援件数 
件数 5 5 5 

研修会実施回数 回数 12 12 12 

地域ケア個別会議 回数 6 回 5 例 6 回 5 例 6 回 5 例 

個別（サービス調整）会議 回数 4 4 4 

 

（５）重層的支援体 制 整備事業  

 重層的支援体制整備事業とは，介護・障がい・子育て，生活困窮といった分野別の相談体制

では解決が困難な「困りごと」に対応するため，包括的な支援体制を構築する事業です。「地

域包括支援センター事業」「生活支援体制整備事業」は，重層的支援体制整備事業に位置付け

られます。  

 福祉に対する問題・相談や要望等が，多様化・複雑化しており，各分野支援機関を超えて相

談に応じ，支援を行うためには，各福祉分野の連携を行う必要があります。各分野で協働し複

雑した課題を有する高齢者等の支援に取り組みます。 
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（６）地域包括支援 セ ンター運営協議会の 設 置 

 地域包括支援センター業務の実施状況を報告し，地域包括支援センター運営協議会の評価・

検討をうけて，適切な人員体制の確保や業務の重点化・効率化を進め地域包括支援センターの

機能強化を図ります。 

 

（７）地域支援事業 の 取り組み  

 要支援者等に対して，要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化

の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより，一人ひとりの生きが

いや自己実現のために取り組みます。また，要支援者等の多様なニーズに対して，専門的なサ

ービスに加え住民等の多様な主体が参画し，多様なサービスを充実することにより，要支援者

等に対する効果的かつ効率的な支援等を推進します。 
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設置の目標値（事業所数） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問介護相当サービス 3 3 3 

訪問型サービス A 3 3 3 

訪問型サービス B 0 0 0 

訪問型サービス C 0 0 0 

訪問型サービス D 0 0 0 

通所介護相当サービス 3 3 3 

通所型サービス A 3 3 3 

通所型サービス B 0 0 0 

通所型サービス C 0 0 0 

栄養改善を目的とした配食 2 2 2 

住民ボランティア等が行う見守り 1 1 1 

訪問型・通所型に準じる生活支援 0 0 0 

介護予防マネジメントの取り組み 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防マネジメント 作成数 500 500 500 

介護予防支援 作成数 200 200 200 

地域支援事業の取り組み 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問介護相当サービス 実人数 50 50 50 

 延人数 1,300 1,300 1,300 

訪問型サービス A 実人数 100 100 100 

 延人数 400 400 400 

通所介護相当サービス 実人数 50 50 50 

 延人数 2,200 2,200 2,200 

通所型サービス A 実人数 240 240 240 

 延人数 800 800 800 

栄養改善を目的とした 実人数 50 50 50 

配食（生活支援） 延人数 1,900 1,900 1,900 

任意事業の取り組み 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護者交流事業 件数 80 80 80 

家族介護慰労金支給事業 件数 2 2 2 

栄養改善を目的とした 回数 300 300 300 

配食（要介護） 延人数 1,500 1,500 1,500 
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５ 介護給付の適正 化 の取り組み 

 介護サービス利用者数の重度化や増加により，介護給付費がさらに増加することが予測され

ます。介護保険制度の信頼を高め，適切な介護サービスの提供を図ることが必要です。 

 国の示す「要介護認定の適正化」，「ケアプラン点検」，「縦覧点検・医療情報の突合」の

主要３事業と鹿児島県介護給付適正化プログラムの事業と連携し，取り組みを行います。 

（１）要介護認定の適正化 

 適正かつ公平な要介護認定等の確保を図るため，認定調査票等の点検を行います。 

全国統一の基準に基づく調査を実施するため，職員と認定調査員を対象とした研修会受講等

や審査会委員についても審査会の判定を平準化するため，研修会受講等をします。 

（２）ケアプラン等の点検 

①ケアプランの点検 

 第三者が点検及び支援を行うことにより，介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「適

切なケアマネジメント」の実践に向けた取り組みを行うため，地域包括支援センターの主任介

護支援専門員と連携して，ケアプランの確認検証に取り組みます。 

②住宅改修等の点検 

 受給者の状態に応じた住宅改修を提供するため，住宅改修前の施行前に書面審査等を実施

し，業者への聞き取りや訪問調査等を行い，給付費の適正化に取り組みます。 

③福祉用具購入・貸与の調査 

 受給者の状態に応じた福祉用具を提供するため，国保連合会の介護給付適正化システムを活

用し，効果等が期待される帳票を優先して調査し，介護給付の適正化に取り組みます。 

（３）縦覧点検・医療情報との突合 

 国保連合会の介護給付費適正化システムより出力される給付実績等の帳票を活用し，効果

的・効率的に事業を実施するため，効果等が期待される帳票を優先し点検を行います。 

 

51



第４編 基本目標達成に向けた施策・事業 

 

介護給付適正化の目標値 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認定調査票の点検件数 件数 全件 全件 全件 

ケアプラン点検件数 件数 ２０ ２０ ２０ 

住宅改修等の点検件数 件数 ２０ ２０ ２０ 

福祉用具購入・貸与点検 件数 １０ １０ １０ 

縦覧点検の件数 件数 全件 全件 全件 

医療情報との突合点検 件数 全件 全件 全件 

 

６ 低所得者支援と 介 護者負担軽減  

 介護保険制度では，すべての被保険者が保険料を負担し，サービスを利用する場合は，所得

に応じて１割から３割の負担をすることとなります。本町は低所得者等に配慮し，次の負担軽

減策を講じます。 

（１）高額介護サービス費 

 介護保険でサービスを利用された方の１か月の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたと

きに，その超過分が介護保険から払い戻される制度です。限度額は所得等によって区分されて

います。なお，施設等における食費・居住費，福祉用具購入，住宅改修の自己負担は対象外と

なっています。 

（２）特定入所者介護サービス費 

 住民税非課税世帯の要介護者が介護保険施設に入所した場合やショートステイを利用した場

合の居住費（滞在費）や食費は，申請によって認定された場合には所得等に応じた一定額（負

担限度額）となり，負担の軽減が図られます。 

（３）社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置 

 介護保険サービスを利用する低所得で特に生活が困難であるものに対し，申請によって認定

された場合には，介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担軽減を行いま

す。 
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（４）高額医療・高額介護合算制度 

 医療費が高額になった世帯に，介護保険の受給者がいる場合は，医療保険と介護保険の両方

の自己負担額が合算できます。 

 医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後，年間の自己負担額を合算して，別に定めら

れた限度額を超えたときは，その超えた分が支給されます。 

（５）訪問入浴サービス利用者負担助成（町単独事業） 

 生計中心者の所得税非課税世帯である世帯（生活保護受給世帯を除く）に属する者が，訪問

入浴サービスを利用した際に利用者負担の助成を行います。 

（６）市町村特別給付制度（家族介護用品支給事業・介護手当支給制度） 

 在宅高齢者を介護している町民税非課税世帯に対し，紙おむつなどの介護用品を支給しま

す。また，本町に居住するねたきりの方等を在宅で介護（月１５日以上）している方に対し，

介護手当の支給を行います。 
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第１章 高齢者人口及び要支援・要介護認定者数

の推計 

第２章 地域密着型サービスの整備総数 

第３章 介護保険サービスの見込量 

第４章 地域支援事業の見込量 

第５章 第９期における第１号被保険者の保険料

推計 
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第１章 高齢者人口及び要支援・要介護認定者数の推計 

１ 高齢者人口の推 計  

 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より，本計画期間である２０

２４（令和６）年度から２０２６（令和８）年度の高齢者人口は 2,000 人あたりで横ばいに

なることが予測されています。 
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２ 要支援・要介護 認 定者数の推計  

 本計画期間中の要支援・要介護認定者数は，令和６年度が３００人，令和７年度が３００

人，令和８年度が２９５人と横ばいになることが予測されています。 
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第２章 地域密着型サービスの整備総数 

「地域密着型サービス」は，高齢社会を迎え，認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が

見込まれる中で，高齢者が身近な地域での生活が継続できるようにするためのサービス体系で

す。 

 本町では，第９期計画期間中は現状の施設数・利用定員総数で見込んでいます。 

 

施設の種類 
令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

小規模多機能型居宅介護     

 施設整備数（ヵ所） 0 0 0 0 

整備総数（ヵ所） 1 1 1 1 

地域密着型通所介護     

 施設整備数（ヵ所） 0 0 0 0 

整備総数（ヵ所） 1 1 1 1 

定員総数（人） 18 18 18 18 

認知症型対応型生活介護     

 施設整備数（ヵ所） 0 0 0 0 

整備総数（ヵ所） 3 3 3 3 

定員総数（人） 27 27 27 27 

地域密着型特定施設入居者生活介護     

 施設整備数（ヵ所） 0 0 0 0 

整備総数（ヵ所） 0 0 0 0 

定員総数（人） 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護     

 施設整備数（ヵ所） 0 0 0 0 

整備総数（ヵ所） 1 1 1 1 

定員総数（人） 20 20 20 20 
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第３章 介護保険サービスの見込量 

「施設居住系サービス」と「在宅サービス」の年度ごとの推計値をもとに，介護報酬等を考

慮して，介護サービスの給付費・利用者数・回数を推計しました。また，中長期的な介護サー

ビス・給付費を推計しました。 

（１）介護サービス見込量 

■居宅サービス 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

 訪問介護 給付費(千円) 50,392 50,456 50,456  50,456 

  回数(回) 1,236 1,236 1,236  1,236 

  人数(人) 35 35 35  35 

 訪問入浴介護 給付費(千円) 0 0 0  0 

  回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 訪問看護 給付費(千円) 19,695 19,720 19,720  19,720 

  回数(回) 365 365 365  365 

  人数(人) 31 31 31  31 

 訪問リハビリテーション 給付費(千円) 4,759 4,765 4,765  4,765 

  回数(回) 109 109 109  109 

  人数(人) 11 11 11  11 

 居宅療養管理指導 給付費(千円) 1,708 1,710 1,710  1,710 

  人数(人) 12 12 12  12 

 通所介護 給付費(千円) 79,549 79,668 79,668  78,812 

  回数(回) 797 796 796  793 

  人数(人) 83 83 83  83 

 通所リハビリテーション 給付費(千円) 0 0 0  0 

  回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 3 3 3  3 

 短期入所生活介護 給付費(千円) 52,304 52,370 52,370  54,419 

  回数(回) 523 523 523  543 

  人数(人) 35 35 35  36 

 短期入所生活介護(老健) 給付費(千円) 0 0 0  0 

  回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 短期入所生活介護 給付費(千円) 0 0 0  0 

 (病院等) 回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 福祉用具貸与 給付費(千円) 15,258 15,549 15,429  15,138 

  人数(人) 92 93 92  91 

 特定福祉用具購入費 給付費(千円) 515 515 515  515 

  人数(人) 2 2 2  2 
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 住宅改修費 給付費(千円) 1,389 1,389 1,389  1,389 

  人数(人) 2 2 2  2 

 特定施設入居者生活介護 給付費(千円) 4,696 4,702 4,702  5,167 

  人数(人) 2 2 2  2 

■地域密着型サービス 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

 定期巡回・随時対応型 給付費(千円) 1,884 1,886 1,886  1,886 

 訪問介護看護 人数(人) 1 1 1  1 

 夜間対応型訪問介護 給付費(千円) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 地域密着型通所介護 給付費(千円) 33,822 33,865 33,865  33,865 

  回数(回) 263 263 263  263 

  人数(人) 24 24 24  24 

 認知症対応型通所介護 給付費(千円) 0 0 0  0 

  回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 小規模多機能型居宅介護 給付費(千円) 59,311 59,386 59,386  59,386 

  人数(人) 19 19 19  19 

 認知症対応型共同 給付費(千円) 63,667 73,074 73,074  85,311 

 生活介護 人数(人) 20 23 23  27 

 地域密着型特定施設 給付費(千円) 0 0 0  0 

 入居者生活介護 人数(人) 0 0 0  0 

 地域密着型介護老人福祉 給付費(千円) 65,518 65,601 65,601  65,601 

 施設入所者生活介護 人数(人) 20 20 20  20 

 看護小規模多機能型 給付費(千円) 0 0 0  0 

 居宅介護 人数(人) 0 0 0  0 

■施設サービス 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

 介護老人福祉施設 給付費(千円) 85,426 85,534 85,534  81,138 

  人数(人) 30 30 30  28 

 介護老人保健施設 給付費(千円) 3,653 3,658 3,658  3,658 

  人数(人) 4 4 4  4 

 介護医療院 給付費(千円) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

■居宅介護支援 給付費(千円) 24,439 24,475 23,712  24,136 

 人数(人) 130 130 126  128 

介護サービス計 給付費(千円) 567,985 578,323 577,440  587,072 
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（２）介護予防サービス見込量 

■介護予防サービス 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

 介護予防訪問看護 給付費(千円) 1,467 1,468 1,468  1,468 

  回数(回) 39 39 39  39 

  人数(人) 5 5 5  5 

 介護予防 給付費(千円) 515 515 515  515 

 訪問リハビリテーション 回数(回) 13 13 13  13 

  人数(人) 3 3 3  3 

 介護予防居宅療養 給付費(千円) 136 136 136  136 

 管理指導 人数(人) 2 2 2  2 

 介護予防 給付費(千円) 296 296 296  296 

 通所リハビリテーション 人数(人) 1 1 1  1 

 介護予防短期入所 給付費(千円) 0 0 0  0 

 生活介護 回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 1 1 1  1 

 介護予防短期入所生活 給付費(千円) 0 0 0  0 

 介護(老健・病院等・ 回数(回) 0 0 0  0 

 介護医療院) 人数(人) 0 0 0  0 

 介護予防福祉用具貸与 給付費(千円) 911 911 911  911 

  人数(人) 19 19 19  19 

 特定介護予防福祉用具 給付費(千円) 273 273 273  273 

 購入費 人数(人) 1 1 1  1 

 介護予防住宅改修費 給付費(千円) 2,138 2,138 2,138  2,138 

  人数(人) 1 1 1  1 

 介護予防 給付費(千円) 0 0 0  0 

 特定施設入居者生活介護 人数(人) 0 0 0  0 

■地域密着型介護予防サービス 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

 介護予防 給付費(千円) 0 0 0  0 

 認知症対応型通所介護 回数(回) 0 0 0  0 

  人数(人) 0 0 0  0 

 介護予防 給付費(千円) 1,017 1,018 1,018  1,018 

 小規模多機能型居宅介護 人数(人) 1 1 1  1 

 介護予防認知症対応型 給付費(千円) 0 0 0  0 

 共同生活介護 人数(人) 0 0 0  0 

■介護予防支援 給付費(千円) 1,149 1,151 1,151  1,151 

 人数(人) 21 21 21  21 

介護予防サービス計 給付費(千円) 7,902 7,906 7,906  7,906 
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第４章 地域支援事業の見込量 

 地域支援事業については，これまでの利用実績を基礎として，必要な要素を総合的に勘案

し，見込量を算定しました。また，中長期的な介護サービス・給付費を推計しました。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の見込量 

サービス種別・項目 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

訪問型サービス（第 1 号訪問事業）      

 訪問介護相当サービス 4,900,000 4,900,000 4,900,000  3,484,824 

 訪問型サービスＡ 500,000 500,000 500,000  363,002 

 訪問型サービスＢ 0 0 0  0 

 訪問型サービスＣ 0 0 0  0 

 訪問型サービスＤ 0 0 0  0 

 訪問型サービス（その他） 0 0 0  0 

通所型サービス（第 1 号通所事業）      

 通所介護相当サービス 9,800,000 9,800,000 9,800,000  7,114,848 

 通所型サービスＡ 2,500,000 2,500,000 2,500,000  1,815,012 

 通所型サービスＢ 0 0 0  0 

 通所型サービスＣ 0 0 0  0 

 通所型サービス（その他） 0 0 0  0 

生活支援サービス      

 栄養改善の目的とした配食 2,300,000 2,300,000 2,300,000  2,131,579 

 住民ボランティア等が行う見守り 0 0 0  0 

 訪問型・通所型に準ずる生活支援 120,000 120,000 120,000  127,895 

介護予防ケアマネジメント 260,000 260,000 260,000  266,447 

介護予防把握事業 660,000 660,000 660,000  703,421 

介護予防普及啓発事業 100,000 100,000 100,000  106,579 

地域介護予防活動支援事業 2,200,000 2,200,000 2,200,000  2,664,474 

一般介護予防事業評価事業 0 0 0  0 

地域リハビリテーション活動支援事業 20,000 20,000 20,000  25,579 

上記以外の介護予防・日常生活総合事業 70,000 70,000 70,000  74,605 

 

  

60



第５編 サービスの見込量及び目標量 

（２）包括的支援事業等の見込量 

サービス種別・項目 令和６年度 令和７年度 令和８年度  令和 22 年度 

包括的支援事業（地域包括支援センター

の運営） 

12,240,000 12,240,000 12,240,000  10,282,812 

任意事業 1,900,000 1,900,000 1,900,000  1,596,188 

包括的支援事業（社会保障充実分）      

 在宅医療・介護連携推進事業 230,000 230,000 230,000  230,000 

 生活支援体制整備事業 16,100,000 16,100,000 16,100,000  16,000,000 

 認知症初期集中支援推進事業 300,000 300,000 300,000  300,000 

 認知症地域支援・ケア向上事業 80,000 80,000 80,000  80,000 

 認知症サポーター活動促進・地域づ

くり推進事業 

0 100,000 100,000  0 

 地域ケア会議推進事業 230,000 230,000 230,000  230,000 
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第５章 第 9 期における第 1 号被保険者の保険料推計 

 介護保険料は，所得金額等に応じて段階設定となっております。標準的な段階は国が定めて

おり，所得段階ごとの保険料の額は，基準となる保険料額に一定の率を乗じて算定されます。

本町の第９期における段階区分は，国の標準段階どおり１３段階とし，段階ごとの率について

も原則国の標準どおりとします。また，低所得者の保険料を軽減するために公費を投入し，第

１～３段階の率の引き下げをする仕組みが設けられています。 

（１）第１号被保険者の所得段階区分別の保険料率 

区分 対象者 保険料率 

第１段階 

・生活保護者 

・世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者 

・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が 80 万円以下 

（合計所得金額+課税年金収入） 

0.455 

（0.285） 

第２段階 
・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が 80 万円超

120 万円以下 

0.685 

（0.485） 

第３段階 ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が 120 万円超 
0.690 

（0.685） 

第４段階 
・本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収入

等が 80 万円以下 
0.9 

第５段階 
・本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収入

等が 80 万円超 
1.0 

第６段階 ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 120 万円未満 1.2 

第７段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 120 万円以上 210 万

円未満 
1.3 

第８段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 210 万円以上 320 万

円未満 
1.5 

第９段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 320 万円以上 420 万

円未満 
1.7 

第１０段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 420 万円以上 520 万

円未満 
1.9 

第１１段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 520 万円以上 620 万

円未満 
2.1 

第１２段階 
・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 620 万円以上 720 万

円未満 
2.3 

第１３段階 ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が 720 万円以上 2.4 

※第１段階から第３段階までは，国の軽減措置により（ ）内の率となります。 
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（２）所得段階別の加入者数 

 本町の第１号被保険者を，所得区分等により段階区分すると下表のように分類されます。 

区分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第 １ 段階 
加入者数（人） 568 567 564 

割合（%） 28.1% 28.1% 28.1% 

第 ２ 段階 
加入者数（人） 350 350 347 

割合（%） 17.3% 17.3% 17.3% 

第 ３ 段階 
加入者数（人） 234 234 233 

割合（%） 11.6% 11.6% 11.6% 

第 ４ 段階 
加入者数（人） 114 114 113 

割合（%） 5.6% 5.6% 5.6% 

第 ５ 段階 
加入者数（人） 164 164 163 

割合（%） 8.1% 8.1% 8.1% 

第 ６ 段階 
加入者数（人） 224 224 223 

割合（%） 11.1% 11.1% 11.1% 

第 ７ 段階 
加入者数（人） 189 189 188 

割合（%） 9.4% 9.4% 9.4% 

第 ８ 段階 
加入者数（人） 94 94 94 

割合（%） 4.7% 4.7% 4.7% 

第 ９ 段階 
加入者数（人） 33 33 33 

割合（%） 1.6% 1.6% 1.6% 

第１０段階 
加入者数（人） 17 17 17 

割合（%） 0.8% 0.8% 0.8% 

第１１段階 
加入者数（人） 9 9 9 

割合（%） 0.4% 0.4% 0.4% 

第１２段階 
加入者数（人） 7 7 7 

割合（%） 0.3% 0.3% 0.3% 

第１３段階 
加入者数（人） 17 17 17 

割合（%） 0.8% 0.8% 0.8% 

総   数 加入者数（人） 2,020 2,019 2,008 
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（３）保険料収納必要額 

 ２０２４（令和６年度）から２０２６（令和８年度）の介護保険事業費見込額から６５歳以

上の第１号被保険者で賄う保険料必要額を算出します。 

①標準給付 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

標準給付費 623,608,312 633,950,312 632,271,916 

 総給付費 575,887,000 586,229,000 585,346,000 

 特定入所者介護サービス等給付額 29,967,051 29,967,051 29,467,599 

 高額介護サービス費等給付額 14,787,613 14,787,613 14,541,153 

 高額医療合算サービス等給付額 2,410,423 2,410,423 2,370,249 

 審査支払手数料 556,225 556,225 546,915 

②地域支援事業費 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域支援事業 54,510,000 54,610,000 54,610,000 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 23,430,000 23,430,000 23,430,000 

 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び

任意事業 

14,140,000 14,140,000 14,140,000 

 包括的支援事業(社会保障充実分) 16,940,000 17,040,000 17,040,000 

③財政安定化基金 

 財政安定化基金は，見込みを上回る給付増や保険料収納不足により，市町村の介護保険特別

会計に赤字が出ることとなった場合に，一般財源から財政補填をする必要のないよう，市町村

に対して資金の交付・貸付を行うものです。 

④準備基金 

 市町村は，介護保険事業の歳入・歳出について，特別会計を設けることとなっています。介

護保険は，３年間の計画期間ごとにその期間を通じて同一の保険料を，介護サービスの見込量

に見合って設定するという「中期財政運営方式」を採用しております。 

 第 8 期計画までに発生している介護保険料の剰余金（基金残高）については，第 9 期の介護

保険料の上昇抑制のため活用します。 

準備基金の残高（令和５年度末の見込額） 103,000,000 円 

準備基金取崩額（令和６年度～令和８年度） 25,000,000 円 
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⑤予定保険料収納率 

予定保険料収納率（令和６年度～令和８年度） 95.00% 

 

⑥第１号被保険者負担割合 

第１号被保険者負担割合（令和６年度～令和８年度） 23.00% 

 

⑦市町村特別給付費等及び保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

市町村特別給付費等 2,973,942 2,973,942 2,924,377 

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 1,736,000 1,736,000 1,736,000 

（４）第９期の第１号被保険者の保険料推計 

 本表は，第９期における第１号被保険者の保険料を推計したもので，本表において推計され

た保険料基準額は年 72,000 円，月額 6,000 円となります。 

保険料基準額 
年  額 72,000 円 

月  額 6,000 円 

 

（５）介護保険料基準額（月額）の内訳 

 金  額 

総給付費 5,154 円 

 在宅サービス 3,125 円 

居住系サービス 660 円 

施設サービス 1,369 円 

その他給付費 549 円 

地域支援事業 632 円 

財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 円 

市町村特別給付費 61 円 

保険料収納必要額（月額） 6,397 円 

準備基金取崩額 419 円 

保険料基準額（月額） 5,977 円 
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（６）第９期の第１号被保険者の所得段階別保険料 

区分 保険料（年額） 

第 １ 段階 
32,800 円 

（20,600 円） 

第 ２ 段階 
49,400 円 

（35,000 円） 

第 ３ 段階 
49,700 円 

（49,400 円） 

第 ４ 段階 64,800 円 

第 ５ 段階 72,000 円 

第 ６ 段階 86,400 円 

第 ７ 段階 93,600 円 

第 ８ 段階 108,000 円 

第 ９ 段階 122,400 円 

第１０段階 136,800 円 

第１１段階 151,200 円 

第１２段階 165,600 円 

第１３段階 172,800 円 

※第 1 段階から第３段階までは，国の軽減措置により（ ）内の金額となります。 
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１ 南種子町介護保険運営協議会設置要綱 

２ 南種子町介護保険運営協議会委員名簿 
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１ 南種子町介護保険運営協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 介護保険制度の円滑な実施及び南種子町介護保険事業計画，高齢者保健福祉計画の原案を策定するため，南

種子町介護保険運営協議会（以下，「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について審議するものとする。 

（１）介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること 

（２）介護給付及び介護サービス供給に関すること  

（３）その他必要な事項 

 （組織） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は，別表に掲げる者で組織する。 

２ 委員は，保健・医療・福祉関係者，被保険者，関係行政機関の職員等のうちから町長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 協議会の委員の任期は３年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し協議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が召集し，会長は会議の議長となる。 

２ 会長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は，くらし保健課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は会長が定める。 

 附 則 この要綱は，平成17年６月１日から施行する。 

この要綱は，平成18年２月１日から施行する。（平成18 年２月１日告示第５号） 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。（平成18 年３月20日告示第19号） 
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別表（第３号関係） 

区 分 所 属・職 名 

保健・医療・福祉 

町医療機関代表 

町民生・児童委員協議会代表 

居宅介護支援事業者代表（介護支援専門員） 

介護保険施設代表（施設サービス提供者） 

居宅介護サービス事業者代表（在宅サービス提供者） 

被保険者 
第１号被保険者代表 

第２号被保険者代表 

関係行政機関 
副町長 

保健師 

 

２ 南種子町介護保険運営協議会委員名簿 

区分 所属・職名 氏名 備考 

保健 

医療 

福祉 

町医療機関代表 德永 正朝 公立種子島病院 院長 

町民生委員児童委員協議

会代表 
上妻 正博 

南種子町民生委員児童委員

協議会 会長 

居宅介護支援事業者代表

（ケアマネジャー） 
眞田 美津代 

南種子町社会福祉協議会指

定居宅介護支援事業所 介

護支援専門員 

介護保険施設代表（施設

サービス提供者） 
石堂 佑子 

特別養護老人ホーム 芙蓉

苑 施設長 

居宅介護サービス事業者

代表（在宅サービス提供

者） 

夏田 徹浩 

南種子町社会福祉協議会居

宅介護サービス事業所 管

理者 

被保険者 

第1 号被保険者代表 上浦 正義  

第2 号被保険者代表 小川 ひとみ  

関係行政機関 

副町長 小脇 隆則  

保健師 日髙 良美  
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